
NPO法人設立 所轄庁への設立認証申請及び法務局への登記申請代行　一式

認定NPO法人の取得申請代行（特例認定）一式

認定NPO法人の取得申請代行（本認定）一式

事業報告書作成＆所轄庁提出（簡単な決算書を貴団体で作成した場合）

休眠法人の所轄庁への事業報告・決算報告の作成提出

決算関係書類（収支計算書・貸借対照表・財産目録）の作成

税務申告書作成＆提出(税理士が担当）

役員変更 役員変更登記と所轄庁届出（就任・解任・増員等）

定款変更認証申請のみ（変更登記が必要ない場合）

目的・名称変更等による定款変更（認証+変更登記が必要な場合）

事務所の移転登記と所轄庁届出（同じ法務局内）

事務所の移転登記と所轄庁届出（違う法務局へ）

従たる事務所の設置登記と廃止及び所轄庁届出

所轄庁変更 事務所変更による所轄庁変更認証と登記

解散 解散登記・清算結了登記・関連届出一式

所轄庁への届出のみ（登記無し）

官報公告の書類作成と申請

面接相談 電話・WEB・当社内での面接相談（完全予約制・3日前までにお問い合わせください

設立・運営セミナー講師派遣（2時間以内）

設立・運営セミナー講師派遣（2時間以内・交通費別途）

URL http://www.iva.jp/npo/　　E-mail houmu@iva.jp

業　　務　　内　　容

公益総研　ＮＰＯ法人設立運営センター

〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町9-3　公益ビル

TEL：03-6457-5838　FAX：03-6457-5839

☆出前セミナー：行政機関や社会福祉協議会等が主催する講演・セミナーについては、依頼団体の講師謝礼規定に従います。

認定NPO法人

 165,000円

出前講演
110,000円（関東以外）

396,000円

事務所移転

264,000円

　　6,600円（1時間）

相
談
・
講
演

業　　務　　内　　容

裏面をご覧ください

裏面をご覧ください

費用総額（税込）

77,000円（関東圏内）

☆法人の組織・事業内容・規模等により金額が異なることがあります。

132,000円

◆　設立・運営支援の費用一覧（行政書士・司法書士が担当します）

　55,000円

132,000円

660,000円

33,000円

22,000円

132,000円

その他

設
立
・
運
営
支
援

　 55,000円

定款変更

66,000円

決算

　 66,000円

　 55,000円

費用総額（税込）

　 66,000円

設立も設立後もおまかせください！設立も設立後もおまかせください！


